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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第120期

第１四半期
連結累計期間

第121期
第１四半期
連結累計期間

第120期

会計期間
自 2018年４月１日
至 2018年６月30日

自 2019年４月１日
至 2019年６月30日

自 2018年４月１日
至 2019年３月31日

売上高 (百万円) 28,239 30,047 124,589

経常利益又は経常損失(△) (百万円) 1,434 △5,671 △3,872

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益又は
親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)

(百万円) 1,247 △6,298 621

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 400 △5,909 △699

純資産額 (百万円) 76,444 68,709 74,965

総資産額 (百万円) 191,951 166,232 174,817

１株当たり四半期(当期)純利益
又は１株当たり四半期純損失(△)

(円) 18.07 △91.19 8.99

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 17.94 － 8.93

自己資本比率 (％) 39.5 41.1 42.6
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第121期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在す

るものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

 
２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当企業集団(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。

また、主要な関係会社の異動はありません。

なお、当第１四半期連結会計期間において、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４　経理の

状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）　セグメント情報」の「３　報告セグメントの変更

等に関する事項」をご参照ください。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当企業集団の事業等のリスクに重要な変更及び新たに生じたリスクはありま

せん。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当企業集団が判断したところによるものであり

ます。

 

(1) 経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、設備投資や個人消費など内需は堅調に推移したものの、米

中貿易摩擦の影響による輸出の停滞など外需が下振れし、景気の足取りが重くなりつつあります。

日本造船工業会によりますと、2019年１月から３月までの世界の新造船受注量は1,114万総トン（前年同期比

32.5％減）、世界の新造船竣工量は1,858万総トン（前年同期比2.6％増）と受注量が竣工量を大幅に下回る状況

が続き、各国造船所とも手持工事量の減少傾向が加速しております。海運市場においては、継続的な新造船需給

調整に加えて、高騰する燃料価格対策として減速運航が常態化したことや環境規制強化対策のための改修工事

ラッシュによる既存船の不稼動の増加が予想されることから既存船腹の需給が引き締まり、世界貿易の減速や中

東・ホルムズ海峡問題などの不安材料を抱えながらも、海運市況の持続的な改善が期待されます。

当第１四半期連結累計期間の業績は、中核である新造船事業において佐世保重工業株式会社の納期調整とグ

ループ挙げての建造協力により操業量が高い水準で推移した結果、売上高は30,047百万円（前年同期比6.4％増）

となりました。損益面では、受注残全船を対象に高騰した鋼材価格や高操業対策としての外注費用増を前提とし

た想定原価が大幅に増加したことや当第１四半期末の米ドル為替レートが前連結会計年度末より３円弱の円高と

なったこともあり工事損失引当金が大幅に増加し、5,663百万円の営業損失（前年同期は957百万円の営業利益）

となりました。この結果、経常損失は5,671百万円（前年同期は1,434百万円の経常利益）、投資有価証券評価損

666百万円を計上後の税金等調整前四半期純損失は6,341百万円(前年同期は1,425百万円の純利益）、親会社株主

に帰属する四半期純損失は6,298百万円（前年同期は1,247百万円の純利益）となりました。

成果が出始めたコスト合理化計画を着実に遂行し、世界的に供給過剰が顕著となっている鋼材の価格調整など

資機材メーカーの協力も得て、受注残全船の予想原価の改善と工事損失引当金の圧縮に努めてまいります。ま

た、新規受注船については、船価の改善に発注側の理解を得る努力をしてまいります。

なお、前連結会計年度第３四半期よりオリイメック株式会社は連結子会社から外れております。

主力の新造船事業は、売上の対象となる隻数・船型・船価は四半期毎に異なります。また、資機材価格や為替

などの大きな変動要因があり、それに伴って採算も変動いたします。工事損失引当金につきましても、受注残全

船を対象に四半期毎の洗い替えによる増減に加え、新規受注に伴う新たな計上もあり得ます。これらの事情もあ

り第１四半期業績と年度業績とは必ずしも連動いたしません。

なお、当第１四半期連結会計期間末の工事損失引当金は、前連結会計年度末の13,717百万円から14,005百万円

に増加しております。
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セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

なお、「機械事業」につきまして、オリイメック株式会社が連結子会社から外れたことにより事業内容の類似

性及び関連性の観点からセグメント区分の見直しを行い、佐世保重工業株式会社における舶用機械事業を当第１

四半期連結会計期間より従来の「鉄構陸機事業」と統合し、セグメントの名称を「鉄構・機械事業」に変更して

おります。これにより報告セグメントを従来の「新造船事業」、「修繕船事業」、「機械事業」、「鉄構陸機事

業」および「その他事業」から、「新造船事業」、「修繕船事業」、「鉄構・機械事業」および「その他事業」

の区分に変更しております。以下の前年同期比較につきましては、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に

組替えた数値で比較しております。

 
新造船事業

受注から完工まで１年を超える新造船事業では工事進行基準を採用しており、当第１四半期連結累計期間の売

上高は25,071百万円（前年同期比13.5％増）、営業損失は5,322百万円（前年同期は868百万円の営業利益）とな

りました。

当第１四半期連結累計期間におきましては、超大型油送船１隻、大型鉱石運搬船１隻、中型油送船２隻、ハン

ディ型撒積運搬船２隻の合計６隻を完工しました。受注につきましては、長期低迷が続いた新造船市場の「潮

目」の変化を見極めるために受注活動を抑制したこともあり、新規の契約船は無く、受注残高は175,800百万円

（前年同期比16.5％減）となりました。

今後は市場の動向を注視して柔軟に操業度を調整しながら、顧客の多様なニーズに応えることができる３社連

合の強みを活かしたきめ細かい営業活動と生産力、技術開発力、品質の向上を図り、コスト競争力のある商品開

発を推進するほか、次世代を見据えたＬＮＧ燃料船をはじめとする燃費性能の優れた付加価値の高い商品を拡充

するなど、将来に向けた成長戦略に積極的に取り組むとともに、受注船価の改善に努めてまいります。

佐世保重工業株式会社において工程混乱の要因となった欧州船主向け中型油送船の建造は終了し、今後は同社

が得意とする中型撒積運搬船の建造が主体となりますが、この貴重な経験を活かし中型油送船を同社の主力商品

の一つとして継続的に成長させるため、柔軟な受注活動を展開してまいります。

函館どつく株式会社においては、得意船型であるハンディバルクの商品完成度を高め、コスト改善のスピード

を加速させてまいります。

なお、当第１四半期連結累計期間における売上計上の米ドル額は230百万米ドルで、その平均レートは１米ドル

当たり108円62銭であります。

 

修繕船事業

佐世保重工業株式会社および函館どつく株式会社が担う修繕船事業におきましては、艦艇工事を主力としつ

つ、立地特性を生かした官庁船、一般商船、特殊船、漁船の修繕工事に積極的に取り組んでおります。当第１四

半期連結累計期間においては、小型の国内艦艇の定期検査工事等で売上高は2,350百万円（前年同期比42.2％

増）、低採算の一般商船修繕工事の引当金計上等で営業損失は15百万円（前年同期は147百万円の営業利益）とな

りましたが、通期においては適正工事の確保は可能と判断をしております。

なお、当第１四半期連結会計期間末の受注残高は3,199百万円（前年同期比16.1％減）であります。

 

鉄構・機械事業

当第１四半期連結累計期間の売上高は1,162百万円（前年同期比65.4％減）、営業利益は68百万円（前年同期比

79.2％減）となりましたが、オリイメック株式会社を除いた前年同期と比較しますと、佐世保重工業株式会社が

担う舶用機器分野において、厳しい業界環境にも関わらず積極的な事業活動を展開した結果、売上高は51.9％増

となり、営業利益も改善しています。

なお、当第１四半期連結会計期間末の受注残高は5,527百万円（前年同期比0.3％増）であります。

 

その他事業

当第１四半期連結累計期間の売上高は、1,464百万円（前年同期比27.6％増）、営業利益は163百万円（前年同

期比19.0％増）となりました。

なお、当第１四半期連結会計期間末の受注残高は706百万円（前年同期比7.4％減）であります。
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(2) 財政状態の状況

流動資産

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、主に受取手形及び売掛金が減少したことにより、前連結会

計年度末比7,669百万円減少し、113,289百万円となりました。

　

固定資産

当第１四半期連結会計期間末における固定資産は、有形固定資産の償却による減少のほか、投資有価証券の時

価の下落の影響等により、前連結会計年度末比916百万円減少し、52,943百万円となりました。

　

流動負債

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は、前受金および短期借入金が減少したこと等により、前連結

会計年度末比2,020百万円減少し、75,684百万円となりました。

　

固定負債

当第１四半期連結会計期間末における固定負債は、主に長期借入金が減少したことにより、前連結会計年度末

比309百万円減少し、21,839百万円となりました。

　

純資産

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上等に伴い、利益剰

余金が減少したこと等により、前連結会計年度末比6,256百万円減少し、68,709百万円となりました。

 
(3) 経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、当企業集団の経営方針・経営戦略等に重要な変更及び新たに定めたもの

はありません。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当企業集団の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等(会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。
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①　会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針の内容の概要

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財務および事業の内容や当社

の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確

保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。

この観点から当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式等の大量取得を行う者は、当社の財務お

よび事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得に対しては、必要かつ

相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えま

す。

 

②　会社財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

　（企業価値の源泉）

当社は、1911年（明治44年）の創業以来今日まで、「存在感」を経営理念として、船舶の製造を基軸とした

事業活動を営んでおり、顧客のニーズに応えた高品質の船舶を長年に亘り安定的に製造・供給することを基軸

とする経営を続けることにより顧客の信頼を獲得し、全社一丸となって企業価値の向上に努めてまいりまし

た。

当社の企業価値の源泉は、具体的には以下の点にあると考えております。

第一に、わが国の主要海運会社をはじめとする国内外の顧客との長期的視野に立った緊密な相互信頼関係に

あります。

第二に、高品質の製品を安定的に供給するためには、わが国の大手製鉄会社をはじめとする舶用資機材供給

者との信頼関係に基づく中・長期的かつ安定的な取引関係が重要です。

第三に、顧客ニーズを的確に捉えた高品質な製品を開発・受注・製造するための、開発力・技術力および生

産管理ノウハウです。

第四に、地域社会との良好な相互関係が重要です。

以上のように、当社は、顧客、舶用資機材供給者などの取引先、従業員も含めたステークホルダーを対象と

して包含する「顧客信頼度」というキーワードを掲げて経営を続けております。

　（企業価値向上のための取組み）

新たに2017年度から2019年度までの３ヶ年間の中期経営計画「攻めて勝つ！」を策定し、国内外の同業他社

との厳しい競争に打ち勝つために将来に向けた成長戦略に積極的に取り組む方針を掲げました。新造船事業に

おける厳しい市場環境を競合他社との差別化の好機と捉え、グループ全体として戦略的かつ積極的な受注を展

開し、コスト競争力と生産性、技術開発力、品質の向上を図り、顧客満足度のさらなる改善に努めてまいりま

す。また修繕船事業、鉄構・機械事業、その他事業につきましても、急速かつ多様な環境変化への対応力や技

術力を強化することで事業基盤を強化し、各事業における強みを活かし弱みを克服し、収益構造の安定化に努

めてまいります。
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　（コーポレート・ガバナンスの強化）

当社は法令遵守が企業の基本的かつ最低限の社会的責務であるとの考え方に立っており、適法・適正かつ透

明性の高い経営を保つことにより株主、取引先および社会の信頼を得ることが企業の発展と企業価値の向上に

繋がるものと確信しております。

このような考えの下、当社では豊かな社会創りに貢献するとともに、コンプライアンスの推進・実行を図る

ため、すべての役員・従業員が遵守すべき企業行動の基本原則および行動指針として「株式会社名村造船所　

行動憲章および行動指針」を定め、さらなる企業倫理の確立と社会責任の遂行に努めております。

また、コンプライアンスとそのリスク管理、財務報告の適正性等の促進に関しては、内部統制・コンプライ

アンス委員会と内部監査室を中心に、内部統制システムの評価およびその維持・改善を行っております。

当社の経営上の意思決定、業務執行および監督に係わる経営管理組織体制等の状況は次のとおりでありま

す。

取締役会は、原則として毎月１回、監査役出席の下、重要な業務執行について、適法性、妥当性、効率性、

戦略性、社会性および適正性等について十分に審議を尽くした後に決するとともに、取締役の職務執行を監督

しております。なお、独立性の高い社外取締役を２名選任し、当社経営の意思決定の妥当性および当社経営に

対する監督の有効性を確保しております。さらに、取締役会は実効性についての評価・分析を毎年実施するこ

ととし、評価・分析の結果を今後の改善につなげます。

また、執行役員制度を採用して、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離・強化することで迅速な

意思決定と事業遂行を実現し、企業価値の最大化を目指しております。

さらに執行役員会を原則として月１回執り行い、経営に関する重要業務の執行に関する審議を尽くしており

ます。

企業グループの経営状況の監督については、担当の取締役または執行役員が往査するほか、各社の経営状況

を３ヶ月に１回執行役員会の場で担当の取締役または執行役員より、また、６ヶ月に１回開催される部長・関

係会社報告会の場でグループ各社の代表者より報告せしめ、実態の把握と的確な経営管理および業務執行を監

督・指導しております。

監査役の業務監査および会計監査については、常勤監査役が執行役員会、部長会等の重要な会議に出席して

必要に応じて意見を述べ、稟議書などの決裁手続についても審議段階から意見を述べることができることと

し、監査機能の強化を図っております。なお、会計監査人から監査結果の報告を受けるほか、定期的・臨時的

な情報・意思の交換を行うなど、監査役・会計監査人間で緊密な連携をとっております。また、監査役２名が

非常勤の社外監査役であり、社外監査役と当社の間に取引関係その他利害関係はありません。

 
③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組みの概要

当社は、上記①の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定を支配される

ことを防止するための取組みとして、当社株式等の大量取得が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をす

るために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会を確保すること等を通じて、当

社の企業価値・株主共同の利益に反する買収を抑止し、当社の企業価値を向上させ、株主共同の利益を確保す

ることを目的とし、当社株式等の20％以上を取得しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求

める等、上記の目的を実現するために必要な手続きを定めております。

なお、対応方針の詳細については、2017年５月12日付「当社株式等の大量取得行為に関する対応策（買収防

衛策）の更新について」をご参照ください。

（当社ホームページ：https://www.namura.co.jp/）
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④　上記取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

　（基本方針の実現に資する特別な取組みについて）

企業価値向上のための取組みやコーポレート・ガバナンスの強化といった各施策は、当社の企業価値・株主

共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに基本方針

の実現に資するものです。

従って、これらの各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役

員の地位の維持を目的とするものではありません。

　（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組みについて）

　　・当該取組みが基本方針に沿うものであること

当該取組みは、当社株式等に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が

判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のため

に買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する

ための枠組みであり、基本方針に沿うものです。

・当該取組みが当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的と

するものではないこと

当社は、以下の理由により、当該取り組みは、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の

会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

　　ア．買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

　　イ．株主意思を重視するものであること

　　ウ．独立委員会による判断の重視と情報開示

　　エ．合理的な客観的要件の設定

　　オ．第三者専門家の意見の取得

　　カ．デッドハンド型・スローハンド型の買収防衛策ではないこと

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発活動は、顧客ニーズに対応すべく新船型や新機種の開発、既存製品の品

質向上、生産性向上などを中心に取り組み、研究開発費の総額は113百万円となりました。

研究開発活動をセグメント別に示すと、主なものは次のとおりであります。

　

新造船事業

環境に配慮した省燃費船型の研究や既存製品の品質向上、船型開発を中心とした開発等を外部研究機関とも連

携し取り組み成果をあげつつあります。研究開発費の総額は81百万円であります。

　

修繕船事業

修繕技術の向上や取扱商品の拡大をねらい新たな製品等の研究開発等を行い成果をあげつつあります。研究開

発費の総額は31百万円であります。

　

鉄構・機械事業及びその他事業

取扱商品の拡大を狙い新たな製品等の研究開発、既存製品の品質向上を目的とした開発等を行い成果をあげつ

つあります。研究開発費の総額は１百万円であります。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、特に記載すべき事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 190,000,000

計 190,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2019年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年８月７日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 69,099,551 69,099,551
東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であり
ます。
単元株式数は100株でありま
す。

計 69,099,551 69,099,551 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
　

(百万円)

資本金残高
　

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2019年６月30日 － 69,100 － 8,135 － 33,865
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(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が把握できず、記載することが

できないので、直前の基準日である2019年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

2019年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

－
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式普通株式 19,000

 

完全議決権株式(その他)
普通株式

687,469
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式68,746,900

単元未満株式
普通株式

－
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式333,651

発行済株式総数 69,099,551 － －

総株主の議決権 － 687,469 －
 

(注)「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式5,900株が含まれております。

「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社保有の自己株式13株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2019年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
㈱名村造船所

大阪市西区立売堀二丁目１番９号 19,000 － 19,000 0.03

計 － 19,000 － 19,000 0.03
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

EDINET提出書類

株式会社名村造船所(E02129)

四半期報告書

10/20



第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2019年４月１日から2019年

６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 66,189 63,042

  受取手形及び売掛金 ※２  44,962 ※２  36,912

  商品及び製品 77 58

  仕掛品 3,767 4,925

  原材料及び貯蔵品 1,429 1,766

  その他 ※１  4,534 ※１  6,586

  流動資産合計 120,958 113,289

 固定資産   

  有形固定資産 40,656 40,115

  無形固定資産 518 508

  投資その他の資産 ※１  12,685 ※１  12,320

  固定資産合計 53,859 52,943

 資産合計 174,817 166,232

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※２  23,272 ※２  23,260

  電子記録債務 ※２  11,508 ※２  12,929

  短期借入金 5,581 4,381

  未払法人税等 333 204

  前受金 15,348 13,548

  工事損失引当金 13,717 14,005

  保証工事引当金 1,759 1,692

  その他 ※２  6,186 ※２  5,665

  流動負債合計 77,704 75,684

 固定負債   

  長期借入金 12,993 12,609

  その他の引当金 350 367

  退職給付に係る負債 5,635 5,727

  その他 3,170 3,136

  固定負債合計 22,148 21,839

 負債合計 99,852 97,523
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 8,135 8,135

  資本剰余金 33,874 33,874

  利益剰余金 32,884 26,238

  自己株式 △16 △13

  株主資本合計 74,877 68,234

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 76 459

  繰延ヘッジ損益 △56 △15

  為替換算調整勘定 380 365

  退職給付に係る調整累計額 △829 △782

  その他の包括利益累計額合計 △429 27

 新株予約権 264 262

 非支配株主持分 253 186

 純資産合計 74,965 68,709

負債純資産合計 174,817 166,232
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 28,239 30,047

売上原価 25,188 34,187

売上総利益又は売上総損失（△） 3,051 △4,140

販売費及び一般管理費   

 給料及び手当 811 536

 その他 1,283 987

 販売費及び一般管理費合計 2,094 1,523

営業利益又は営業損失（△） 957 △5,663

営業外収益   

 受取利息 31 40

 受取配当金 126 125

 為替差益 384 －

 その他 57 61

 営業外収益合計 598 226

営業外費用   

 支払利息 87 84

 固定資産除売却損 24 5

 為替差損 － 137

 その他 10 8

 営業外費用合計 121 234

経常利益又は経常損失（△） 1,434 △5,671

特別損失   

 投資有価証券評価損 1 666

 減損損失 8 4

 特別損失合計 9 670

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,425 △6,341

法人税、住民税及び事業税 190 117

法人税等調整額 △38 △94

法人税等合計 152 23

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,273 △6,364

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

26 △66

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

1,247 △6,298
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,273 △6,364

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △555 381

 繰延ヘッジ損益 △254 41

 為替換算調整勘定 △141 △15

 退職給付に係る調整額 77 48

 その他の包括利益合計 △873 455

四半期包括利益 400 △5,909

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 374 △5,842

 非支配株主に係る四半期包括利益 26 △67
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

流動資産 △75百万円 △50百万円

投資その他の資産 △43百万円 △43百万円
 

 

※２ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

受取手形 14百万円 1百万円

電子記録債権  　　－ 26百万円

支払手形 1,030百万円 1,068百万円

電子記録債務 617百万円 1,311百万円

設備関係支払手形 1,033百万円 21百万円

設備関係電子記録債務  　　－ 31百万円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

減価償却費 947百万円 938百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年６月21日
定時株主総会

普通株式 345 ５ 2018年３月31日 2018年６月22日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月21日
定時株主総会

普通株式 345 ５ 2019年３月31日 2019年６月24日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

  (単位：百万円)

 

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２新造船 修繕船 鉄構・機械 その他

売上高        

  外部顧客への売上高 22,081 1,653 3,358 1,147 28,239 － 28,239

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

－ － － 263 263 △263 －

計 22,081 1,653 3,358 1,410 28,502 △263 28,239

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

868 147 327 137 1,479 △522 957
 

(注) １ セグメント利益の調整額△522百万円には、セグメント間取引消去△11百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△511百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の総務部、経営管理部等の管

理部門に係る費用であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 
　２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要な事項はありません。
 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

  (単位：百万円)

 

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２新造船 修繕船 鉄構・機械 その他

売上高        

  外部顧客への売上高 25,071 2,350 1,162 1,464 30,047 － 30,047

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

－ － － 285 285 △285 －

計 25,071 2,350 1,162 1,749 30,332 △285 30,047

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△5,322 △15 68 163 △5,106 △557 △5,663
 

(注) １ セグメント利益の調整額△557百万円には、セグメント間取引消去△10百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△547百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の総務部、経営管理部等の管

理部門に係る費用であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 
　２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要な事項はありません。
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　３ 報告セグメントの変更等に関する事項

従来、「機械事業」につきまして、オリイメック株式会社における産業機械事業および佐世保重工業株式会社

における舶用機械事業を対象としておりましたが、2018年10月１日付でオリイメック株式会社の全株式を譲渡

し、前第３四半期連結会計期間より同社を連結の範囲から除外しております。このような事業展開の変化に伴

い、事業内容の類似性及び関連性の観点から報告セグメント区分の見直しを行い、佐世保重工業株式会社におけ

る舶用機械事業を当第１四半期連結会計期間より従来の「鉄構陸機事業」と統合し、セグメントの名称を「鉄

構・機械事業」に変更しております。これにより報告セグメントを従来の「新造船事業」、「修繕船事業」、

「機械事業」、「鉄構陸機事業」および「その他事業」から、「新造船事業」、「修繕船事業」、「鉄構・機械

事業」および「その他事業」の区分に変更しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したもの

を開示しております。

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)

18円07銭 △91円19銭

    (算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)

1,247 △6,298

    普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

   普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益又は親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)(百万円)

1,247 △6,298

   普通株式の期中平均株式数(千株) 69,029 69,068

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 17円94銭 －

    (算定上の基礎)   

   普通株式増加数(千株) 484 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

 

（注）当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、

１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

 
２ 【その他】

特に記載すべき事項はありません。　
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2019年８月５日
 

　株式会社　名村造船所

　取　締　役　会　　御中
 

 

有限責任監査法人　トーマツ 
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 藤　　川　　　　　賢 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 藤　　井　　秀　　吏 印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社名村造

船所の2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(2019年４月１日から2019年６

月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社名村造船所及び連結子会社の2019年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

 ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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